
暮
ら
し
●
お
知
ら
せ

の

Inform
ation

減
額
率
＝
3
分
の
1（
1
戸
当
た
り

床
面
積
1
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
分

ま
で
）

※
工
事
内
容
に
よ
り
提
出
書
類
な
ど

が
異
な
り
ま
す
。
く
わ
し
く
は
資

産
税
課（
☎
20
‐
1 

5
1
4
）ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

に
実
施
し
て
い
て
、
2
回
目
以
降

の
大
規
模
修
繕
工
事
を
令
和
9
年

3
月
31
日
ま
で
に
完
了
し
て
い
る

◦
建
築
住
宅
課
か
ら
助
言
・
指
導
を

受
け
、
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る

長
期
修
繕
計
画
を
作
成
し
て
い
る
。

ま
た
は
適
合
す
る
計
画
へ
の
見
直

し
を
行
っ
て
い
る

　
次
の
改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅（
居

住
部
分
の
面
積
が
2
分
の
1
以
上
）

は
、
工
事
が
完
了
し
た
翌
年
の
固
定

資
産
税
が
減
額
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　
す
で
に
工
事
が
完
了
し
て
い
て
も

申
告
で
き
ま
す
が
、
原
則
と
し
て
工

事
完
了
後
3
カ
月
以
内
に
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
都
市
計
画
税
は
減
額
対
象

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

対
象
＝
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
工

事
◦
新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
経

過
し
た
住
宅（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）

に
対
し
て
行
っ
た
も
の

◦
65
歳
以
上
の
人
、
要
介
護
・
要
支

援
認
定
を
受
け
た
人
、
障
が
い
の

あ
る
人
の
い
ず
れ
か
が
居
住
す
る

住
宅
に
対
し
て
行
っ
た
も
の

◦
改
修
後
の
床
面
積
が
40
〜
2
4
0

平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の

◦
補
助
金
額
な
ど
を
除
く
自
己
負
担

額
が
50
万
円
を
超
え
る
も
の

減
額
率
＝
3
分
の
1（
床
面
積
1�

0 
0
平
方
メ
ー
ト
ル
分
ま
で
）

省
エ
ネ
改
修
工
事

対
象
＝
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
工

事
◦
平
成
26
年
4
月
1
日
以
前
か
ら
所

在
す
る
住
宅（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）

に
対
し
て
行
っ
た
も
の

◦
窓
の
断
熱
改
修
工
事（
必
須
）や
太

陽
光
発
電
な
ど
の
設
置
工
事

◦
改
修
後
の
床
面
積
が
40
〜
2
4
0

平
方
メ
ー
ト
ル
の
も
の

◦
補
助
金
額
な
ど
を
除
く
自
己
負
担

額
が
断
熱
改
修
工
事
の
み
で
60
万

円
を
超
え
る
も
の
、
ま
た
は
断
熱

改
修
工
事
が
50
万
円
を
超
え
る
も

の
で
太
陽
光
発
電
な
ど
の
設
置
工

事
と
合
わ
せ
て
60
万
円
を
超
え
る

も
の

減
額
率
＝
3
分
の
1（
長
期
優
良
住
宅

の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
3
分
の

2
。
床
面
積
1
2
0
平
方
メ
ー
ト

ル
分
ま
で
）

住
宅
耐
震
改
修
工
事

対
象
＝
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
工

事
◦
昭
和
57
年
1
月
1
日
以
前
か
ら
所

在
す
る
住
宅
に
対
し
て
行
っ
た
も

の
◦
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
耐
震
基
準

に
適
合
す
る
よ
う
行
っ
た
も
の

◦
工
事
費
用
が
50
万
円
を
超
え
る
も

の
減
額
率
＝
2
分
の
1（
長
期
優
良
住
宅

の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
3
分
の

2
。
床
面
積
1
2
0
平
方
メ
ー
ト

ル
分
ま
で
）

マ
ン
シ
ョ
ン
長
寿
命
化
工
事

対
象
＝
次
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
工

事
◦
居
住
用
専
有
部
分
が
あ
り
、
新
築

さ
れ
た
日
か
ら
20
年
以
上
が
経
過

し
た
、
総
戸
数
10
戸
以
上
の
マ
ン

シ
ョ
ン
に
対
し
て
行
っ
た
も
の

◦
外
壁
塗
装
等
工
事
・
床
防
水
工

事
・
屋
根
防
水
工
事
の
全
て
を
、

同
一
の
請
負
契
約
の
中
で
実
施
す

る
な
ど
、
一
体
と
し
て
行
っ
た
も

の
◦
過
去
に
大
規
模
修
繕
工
事
を
適
切

固
定
資
産
税
の
減
額

住
宅
の
改
修
工
事
で

市ホームページ

消費生活センターからお知らせします

光回線の電話勧誘に注意!

　「インターネットの費用が安くなると
聞いて光回線の契約をしたが、不要なオ
プションが付いて料金が前より高くなっ
た」「利用している光回線を新しくすると
説明され契約したが、契約先は全く別の
会社だった」など、光回線の勧誘・契約
に関する相談が多く寄せられています。
　電話勧誘で契約してしまった場合は、
契約書を受け取った日から8日以内であれば解約できます。
　電話で光回線サービスの勧誘を受けた時は、次の点に注意しましょう。
◦事業者名と住所、連絡先をしっかり確認する
◦重要事項や契約の内容を書面で受け取り、説明を受ける
◦不要な契約や納得できないことがあればきっぱり断る

※くわしくは消費生活センター（☎23-1161）へ。
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保
険
証
を
利
用
す
る
場
合
も
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
専

用
フ
ォ
ー
ム
か
ら
は
申
請
で
き
ま
せ

ん
の
で
入
院
期
間
が
分
か
る
領
収
書

な
ど
を
添
え
て
、
窓
口
ま
た
は
郵
送

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
窓
口
＝
保
険
年
金
課（
市
役
所

1
階
）、
下
総
・
大
栄
支
所

申
請
に
必
要
な
物
＝
対
象
者
の
資
格

確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
、
世
帯
主
と
対
象
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
物
、
窓
口
に

来
る
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
物

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運
転

免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

申
請
方
法
＝
申
請
に
必
要
な
物
を

持
っ
て
申
請
窓
口

へ
。ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る

申
請
書
を
郵
送
で

保
険
年
金
課（
〒
2
8�

6
‐
8
5
8 

5 

花
崎
町
7
6
0
）へ
。専
用
フ
ォ
ー

ム
か
ら
も
申
し
込

め
ま
す

※
く
わ
し
く
は
保
険

年
金
課（
☎
20
‐
1 

5
2
6
）へ
。

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

納
税
通
知
書
が
届
い
た
ら
確
認
を

　
前
年
中
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

世
帯
に
、
均
等
割
額
・
18
歳
以
上
均

等
割
額
、
平
等
割
額
の
軽
減
制
度
が

あ
り
ま
す
。
対
象
世
帯
に
は
自
動
で

適
用
さ
れ
る
た
め
申
請
は
不
要
で
す
。

　

世
帯
主
と
加
入
世
帯
員（
所
得
申

告
が
必
要
な
人
）全
員
が
、
住
民
税

な
ど
の
所
得
申
告
を
し
て
い
な
い
場

合
は
、
軽
減
制
度
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
速
や
か

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、
災
害
な
ど
の
特

別
な
事
情
に
よ
り
生
活
が
著
し
く
困

難
な
時
は
、
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

産
前
産
後
の
人
が
い
る
世
帯
は
届
け

出
を

対
象
＝
出
産
日
が
令
和
5
年
11
月
1

日
以
降
の
人

軽
減
内
容
＝
産
前
産
後
期
間
の
所
得

割
額
、
均
等
割
額
・
18
歳
以
上
均

等
割
額
を
軽
減

か
か
る
手
数
料
を
1
0
0
円
減
額
し

て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
、
税
務
証
明
書
に
つ

い
て
は
市
民
税
課（
☎
20
‐
1�

5 

1�

3
）、
そ
の
ほ
か
に
つ
い
て
は
市

民
課（
☎
20
‐
1
5
2
5
）へ
。

安
全
な
農
薬
の
使
用

被
害
を
防
ご
う

　
農
薬
を
使
用
す
る
場
合
、
飛
散
に

よ
り
周
辺
の
住
民
へ
健
康
被
害
を
及

ぼ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
住
宅
地
に
近
接
し
た
家
庭
菜
園
・

垣
根
な
ど
の
管
理
に
は
使
用
を
控
え
、

農
地
に
お
い
て
も
使
用
回
数
や
使
用

量
の
削
減
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
や
む

を
得
な
い
場
合
は
次
の
こ
と
に
配
慮

し
て
く
だ
さ
い
。

◦
飛
散
し
に
く
い
農
薬
を
選
ぶ

◦
風
向
き
や
時
間
帯
に
配
慮
す
る

◦
ラ
ベ
ル
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に

従
っ
て
使
用
す
る

◦
事
前
に
周
辺
住
民
へ
周
知
す
る

◦
散
布
区
域
に
人
が
入
ら
な
い
よ
う

に
対
策
す
る

◦
農
薬
を
使
用
し
た
年
月
日
や
場
所
、

農
薬
の
種
類
・
量
な
ど
を
記
録
し
、

保
管
す
る

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1�

5 

4�

1
）へ
。

申
請
方
法
＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

る
届
け
書
と
、
必
要
書
類
を
直
接

ま
た
は
郵
送
で
保
険
年
金
課（
市
役

所
1
階 

〒
2
8
6
‐
8
5
8
5 

花

崎
町
7
6
0
）へ
。

同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
る
専
用
フ
ォ
ー

ム
か
ら
も
申
請
で
き
ま
す

※
く
わ
し
く
は
、
納
付
に
つ
い
て
は

納
税
課（
☎
20
‐
1
5
1
9
）、
そ

の
ほ
か
に
つ
い
て
は
保
険
年
金
課

（
☎
20
‐
1
5
2
6
）へ
。

証
明
書
自
動
交
付
機
を

設
置

市
役
所
1
階 

市
民
課
前
に

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
で
住
民

票
や
課
税
証
明
書
な

ど
を
取
得
で
き
る
「
証

明
書
自
動
交
付
機
」

を
設
置
し
ま
し
た
。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
に
対
応
す
る
マ

ル
チ
コ
ピ
ー
機
と
同
じ
操
作
で
利
用

で
き
ま
す
。
職
員
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま

す
の
で
、
気
軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
取
得
で
き
る
証
明
書
な
ど
の
詳
細

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
で
き

ま
す
。
な
お
、
令
和
11
年
3
月
31
日

ま
で
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど

継
続
利
用
の
場
合
は
申
請
を

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
高
額
な

医
療
を
受
け
る
時
に
、
医
療
機
関
で

の
支
払
い
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

に
す
る
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の

有
効
期
限
は
7
月
31
日
で
す
。
引
き

続
き
必
要
な
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
に
ご
協
力
を

　

マ
イ
ナ
保
険
証（
健
康
保
険
証
の

利
用
登
録
を
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
）を
使
っ
て
医
療
機
関
を
受

診
す
る
と
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
国
保
税
の
納
付
状
況
や

所
得
の
申
告
状
況
に
よ
っ
て
は
適
用

さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
過
去
1
年
間
に
91
日
以
上

の
入
院
期
間
が
あ
る
人
は
、
マ
イ
ナ

定例市議会で（5日）

6月1日㈪〜15日㈪

市 長 日 誌
市長日誌は市ホームページでも
公開しています

1日 道路整備促進期成同盟会千葉
県連合協議会総会

3日 定例記者会見

5日 6月定例市議会開会（～24日）
総務常任委員会

6日 スポーツ協会表彰式
9日 市議会一般質問（～11日）
13日 水防訓練
15日 建設水道常任委員会

市ホームページ

専用フォーム

市ホームページ税務証明書 住民票など
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暮
ら
し
●
お
知
ら
せ

の

月
22
日
㈬
に
発
送
し
ま
す
。

　
前
年
に
年
金
か
ら
引
き
落
と
し
さ

れ
て
い
た
人
の
保
険
料
が
年
度
途
中

で
変
更
に
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、
納

付
書
や
口
座
振
替
で
の
納
付
に
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情

に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

時
は
、
保
険
料
の
徴
収
の
猶
予
、
減

額
・
免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

令
和
8
年
度
の
特
例
が
あ
り
ま
す

　
税
制
改
正
に
よ
り
、
介
護
保
険
料

の
算
定
の
基
と
な
る
市
・
県
民
税
の

計
算
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
令
和
8
年
度
の
介
護
保

介
護
保
険
料

期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い

　
65
歳
以
上
で
介
護
保
険
料
を
納
付

書
や
口
座
振
替
で
納
付（
普
通
徴
収
）

し
て
い
る
人
に
、
介
護
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
7
月
13
日
㈪
に
発
送
し

ま
す
。

　
同
封
の
納
付
書
は
金
融
機
関
や
郵

便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

の
支
払
い
の
ほ
か
、
ペ
イ
ジ
ー
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
な
ど
で

の
支
払
い
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
で
納
付

（
特
別
徴
収
）し
て
い
る
人
に
は
、
7

険
料
は
、
介
護
保
険
法
施
行
令
の
改

正
に
よ
り
、
税
制
改
正
前
の
方
法
で

算
定
し
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
所
得
に
よ
っ
て
分
け

ら
れ
た
段
階
が
、
市
・
県
民
税
非
課

税
だ
っ
た
人
で
も
課
税
の
段
階
に
該

当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
対
象
は
7
年
中
の
給
与
収
入
が
55

万
1
、
0
0
0
円
以
上
1
9
0
万
円

未
満
の
人
で
す
。
な
お
、
6
年
中
と

7
年
中
の
収
入
が
同
程
度
だ
っ
た
場

合
は
、
前
年
度
分
と
同
額
と
な
り
ま

す
。

※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課（
☎
20
‐

1
5
4
5
）へ
。

物
価
高
騰
対
応
家
計
応
援

デ
ジ
タ
ル
ポ
イ
ン
ト

交
換
は
済
ん
で
い
ま
す
か

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
経
済
的
な
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
、
4
、
0
0
0
円

相
当
の
デ
ジ
タ
ル
ポ
イ
ン
ト
を
給
付

し
て
い
ま
す
。

　
デ
ジ
タ
ル
ポ
イ
ン
ト
の
交
換
期
限

は
7
月
31
日
㈮
で
す
。

　
ま
だ
交
換
し
て
い
な
い
場
合
は
、

案
内
に
記
載
さ
れ
て
い
る
Q
R
コ
ー

ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
読
み
取
り
、

好
き
な
電
子
マ
ネ
ー
や
デ
ジ
タ
ル
ギ

フ
ト
な
ど
と
交
換
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
な
い
場
合
は
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
☎
0
5
0
‐
6�

8 

9�

2
‐
0
0
0
1
）へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
後
日
、
V
I
S
A
加
盟
店
で

使
え
る
ギ
フ
ト
カ
ー
ド
を
郵
送
し
ま

す
。「
1
カ
月
た
っ
た
が
ギ
フ
ト
カ
ー

ド
が
届
か
な
い
」
と
い
っ
た
相
談
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
受
け
取
り
方
法
な
ど
の
詳
細
は
広

報
な
り
た
5
月
1
日
号
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。
く
わ
し
く
は
午
前

9
時
〜
午
後
5
時
に
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
へ
。

介
護
保
険
負
担
割
合
証

7
月
13
日
に
発
送
し
ま
す

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て

い
る
人
な
ど
へ
8
月
か
ら
使
用
す
る

負
担
割
合
証
を
7
月
13
日
㈪
に
発
送

し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
負
担
割
合
か

ら
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、

必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
負
担
割
合
証
は
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に
介
護
保
険
証

と
併
せ
て
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
施
設

に
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課（
☎
20
‐

1
5
4
5
）へ
。

宿
泊
税
の
制
度
案

案
の
公
表
と
意
見
の
募
集

　
市
で
は
、
宿
泊
税
の
制
度
案
を
公

表
し
、
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
場
所
＝
財
政
課
・
観
光
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
課（
市
役
所
4
階
）、
市
民

税
課（
市
役
所
2
階
）、
行
政
資
料

室（
市
役
所
1
階
）、
下
総
・
大
栄

支
所
、
中
央
公
民
館
、
市
立
図
書

館
、
も
り
ん
ぴ
あ

こ
う
づ
、
三
里
塚

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

意
見
の
提
出
方
法
＝
7
月
31
日
㈮（
必

着
）ま
で
に
、
閲
覧
場
所
に
あ
る
意

見
提
出
書
を
直
接
・
郵
送
・
F
A 

X
・
E
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
財

政
課（
〒
2
8
6
‐
8
5
8
5 

花

崎
町
7
6
0 

F
A
X
24
‐
1
6
5 

5 

E
メ
ー
ルzaisei@

city.nar 

ita.chiba.jp

）へ
。

　
専
用
フ
ォ
ー
ム
か

ら
も
提
出
で
き
ま

す
結
果
の
公
表
＝
市
の
考
え
と
併
せ
て

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
掲
載

※
く
わ
し
く
は
財
政
課（
☎
20
‐
1 

5
1
2
）へ
。

開庁時間と休日窓口サービスが
変わりました

対象施設＝市役所（成田消防署を除く）、下総・大
栄支所、市民課赤坂・遠山分室、保健福祉館、
水道庁舎

窓口・電話の受け付けは
午前9時〜午後4時30分

市ホームページ

実施時間＝午前9時〜午後4時30分
実施場所＝市民課・保険年金課（市役所1階）、市民
税課・納税課・子育て支援課（市役所2階）

休日窓口サービスは
第2・4日曜日

※くわしくは行政管理課（☎20-1501）
または市ホームページへ。

市ホームページ専用フォーム

広報なりた 2026.7.1広報なりた 2026.7.1 16


